
議案第４０号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　第２４回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展入賞者に対する表彰状の交付について

　別紙のとおり授与する。

平 成 30年 12月 7日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱に基づき、表彰する必要がある。
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平成３０年１２月７日 

 

 

 

第２４回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展入賞者に対する表彰状の交付について 

 

 

  

 

１ 事業名 

  第２４回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展 

 

２ 主催者 

  ＭＯＡ美術館墨田児童作品展実行委員 

 

３ 開催日 

平成３０年１２月２２日から１２月２３日まで 

 

４ 展示会場 

墨田区役所ロビーアトリウム   

 

５ 受賞者 

（１）教育長賞 

   白石 彩華（しらいし あやか） 

（２）教育委員会賞 

   髙石 紅羽（たかいし いろは） 

  

６ 根拠規定 

墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱第２条第１項第５号 
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議案第４１号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　墨田区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

平 成 30年 12月 7日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴

い、関係規則の一部改正を行う必要がある。
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改正概要 

 

墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則（昭和４３年墨田区教育委員会規則

第４号）の一部改正 

 

１ 改正の趣旨 

（１）未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について 

子ども・子育て支援法施行令の一部改正（政令第２４９号）により、未婚のひ

とり親であって、これを地方税法上の寡婦等とみなした場合に市町村民税が課さ

れないこととなる者について、特定教育・保育施設等の利用者負担上限が、その

他の市町村民税を課されない者の負担上限月額と同等となるよう所要の措置を講

ずることになったこと、また、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正（平成

３０年８月３１日 内閣府令第４２号）により、未婚のひとり親であって、これ

を地方税法上の寡婦等とみなした場合に特定教育・保育施設等の利用者負担上限

に係る市町村民税所得割の算定に当たっては、地方税法上の寡婦（寡夫）控除が

適用されるものとみなすこととなったことから、墨田区立幼稚園の保育料等に関

する条例施行規則（以下「条例施行規則」という。）を一部改正する。 

 

（２）都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例について 

地方税法及び航空機燃料譲与税の一部を改正する法律による改正後の地方税

法において、平成３０年度分の税率から、指定都市に住所を有する者について、

道府県民税は２％、市民税は８％（指定都市以外に住所を有する者については、

従来どおり道府県民税４％、市民税６％）に改められたところ、指定都市に住

所を有する者とそれ以外の者で、所得が同一であるにもかかわらず特定教育・

保育施設等の利用者負担上限が異なることのないよう、子ども・子育て支援法

施行規則の一部を改正（平成３０年８月３１日 内閣府令第４２号）し、支給

認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域

内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有する者とみなして、特定教育・保育施設等の利用者負担上限に係

る市町村民税所得割を算定することになったことから、条例施行規則を一部改

正する。 

２ 改正の概要 

（１）未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について 

  次のとおり条例施行規則第３条第２項を改める。 

   第３条第２項中の「児童扶養手当を受給する婚姻歴のないひとり親である」を

「次の各号に掲げる者に該当する」に改め、「地方税法第２９２条第１項第１１

号」の後に「イ」を加える。 

   次の項目を条例施行規則第３条第２項に新設する。 
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(1)地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚

した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をし

ていないもの」と読み替えた場合において、同号イに該当する者 

   (2)地方税法第２９２条第１項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚し

た後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をし

ていないもの」と読み替えた場合において、同号に該当する者 

（２）都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例について 

次のとおり条例施行規則の第３条に第３項を新設する。 

   ３ 条例別表の規定の適用について、１月１日（４月から８月までの月分の利

用者負担額の算定にあっては前年１月１日）の現在、指定都市（地方自治法

第２５２条の１９第１項に規定する指定都市をいう。）に住所を有する者の

所得割の額を算定する場合には、当該者を墨田区の区域内に住所を有する者

とみなし、所得割の額を算定するものとする。 

３ 施行日 

  公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。 
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墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
 墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則（昭和４３年墨田区教育委員会

規則第４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

（所得割の額の算定等) 

第３条 〔略〕 

２ 保護者等が次の各号に掲げる者に該当す

る場合の条例別表の規定の適用について

は、当該保護者等を地方税法第２９２条第

１項第１１号イに規定する寡婦又は同項第

１２号に規定する寡夫とみなす。 

 

⑴ 地方税法第２９２条第１項第１１号イ

中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した

後婚姻をしていない者又は夫の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」とあ

るのを「婚姻によらないで母となった女

子であって、現に婚姻（届出をしていな

いが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないもの」と

読み替えた場合において、同号イに該当

する者 

 ⑵ 地方税法第２９２条第１項第１２号中 

  「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後

婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで父となった男子

であって、現に婚姻（届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある

場合を含む。）をしていないもの」と読

み替えた場合において、同号に該当する

者 

３ 条例別表の規定の適用について、１月１

日（４月から８月までの月分の利用者負担

額の算定にあっては前年１月１日）現在、

指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項に規定す

る指定都市をいう。）に住所を有する者の

所得割の額を算定する場合には、当該者を

墨田区の区域内に住所を有する者とみな

し、所得割の額を算定するものとする。  

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 保護者が児童扶養手当を受給する婚姻歴

のないひとり親である場合の条例別表の規

定の適用については、当該保護者等を地方

税法第２９２条第１項第１１号に規定する

寡婦又は同項第１２号に規定する寡夫とみ

なす。 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 
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付 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。
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 教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 
 
１ 趣旨 
墨田区長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく

意見聴取の依頼があったが、依頼内容は緊急に処理しなければならず、かつ、教育委

員会を招集する暇がなかったため、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に

関する規則第３条に基づく教育長の臨時代理により異議ない旨を回答した。 
 
２ 条例案名 
  職員の自己啓発等休業に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例 
 
３ 概要 
（１）職員の自己啓発等休業に関する条例 

別紙１のとおり 
（２）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
   別紙２のとおり 
 
４ 施行期日 
  平成３１年４月１日 

   

５ 区長からの依頼文及び回答文 
別紙３のとおり 
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フリーテキスト
資　料　１

akui-ryou
四角
ここにメモを書いてください。



 

【別紙１】 

職員の自己啓発等休業に関する条例概要 

 

１ 趣旨 

  職員の自己啓発等休業（職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動に参加するための休

業）に関し必要な事項を定める。 

 

２ 申請 

  職員は、自己啓発等休業の期間及び外国に滞在する事由を明らかにして申請しなければ

ならない。 

 

３ 承認 

  任命権者は、職員の申請に基づき、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に

関する能力の向上に資すると認めるときは、職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、

自己啓発等休業を承認することができる。 

 

４ 期間 

  ３年を超えない範囲内の期間 

  ※ 当初の承認期間と合わせて３年を超えない範囲内で、１回に限り期間の延長が可能 

 

５ 対象事由 

  職員が大学等課程を履修し、又は国際貢献活動に参加することが見込まれる場合 

 

６ 大学等教育施設 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学（当該大学に置かれ

る同法第９１条に規定する専攻科及び同法第９７条に規定する大学院を含む。） 

 ⑵ 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもの

のうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第１０４

条第７項第２号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を 

  置く教育施設（自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。） 

 ⑶ 前２号に掲げる教育施設に相当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含む。） 

 

７ 外国における奉仕活動 

  独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６

号）第１３条第１項第４号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域に

13



 

おける奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を

含む。）とする。 

 

８ 承認の取消し 

  自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことその

他次に掲げる事由に該当すると認めるときは、自己啓発等休業の承認を取り消す。 

 ⑴ 正当な理由なく、在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席してい

ること、又は参加している外国における奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないと

き。 

 ⑵ 在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、参加し

ている外国における奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、

申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずるとき。 

 

９ 施行期日等 

  平成３１年４月１日 

  ※ 自己啓発等休業の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことが

できることとする。 

  ※ 本条例の制定に伴い、付則で職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する

条例の一部改正を行う。 
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【別紙２】 
 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年墨田区条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 
第２４条第２項中「なった職員」の次に「、法第２６条の５第１項の規定による自己啓発

等休業中の職員」を、「その休職」の次に「、自己啓発等休業」を加える。 
付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

 
【新旧対照表】 
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

付 則 
この条例は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

改   正   案 現       行 
(休職者等の給与) 

第 24条 〔略〕 
2 法第 55条の 2第 5項の規定により休
職となった職員、法第 26条の 5第 1項
の規定による自己啓発等休業中の職員、

法第 26条の 6第 1項の規定による配偶
者同行休業中の職員、育児休業法第 2条
第 1 項の規定による育児休業中の職員
(以下「育児休業中の職員」という。)及
び特例法第 26 条第 1項の規定による大
学院修学休業中の職員には、その休職、

自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児

休業又は大学院修学休業の期間中、いか

なる給与も支給しない。 
3 〔略〕 

(同左) 
第 24条 〔略〕 
2 法第 55条の 2第 5項の規定により休
職となった職員、法第 26条の 6第 1項
の規定による配偶者同行休業中の職員、

育児休業法第 2条第 1項の規定による育
児休業中の職員(以下「育児休業中の職
員」という。)及び特例法第 26条第 1項
の規定による大学院修学休業中の職員

には、その休職、配偶者同行休業、育児

休業又は大学院修学休業の期間中、いか

なる給与も支給しない。 
 
 
3 〔略〕 

 

15



16



17



18



19



20



                           ３０墨教庶第１３２５号 

平成３０年１１月１６日 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

                       墨田区教育委員会 

                        教育長  加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

平成３０年１１月１６日付け３０墨総法条第１７号により、下記のとおり意見を求

められましたこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

  

１ 意見聴取のあった条例案名 

職員の自己啓発等休業に関する条例 
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                           ３０墨教庶第１３２６号 

平成３０年１１月１６日 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

                       墨田区教育委員会 

                        教育長  加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

平成３０年１１月１６日付け３０墨総法条第１６号により、下記のとおり意見を求

められましたこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

  

１ 意見聴取のあった条例案名 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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平成３０年１２月７日 

教 育 委 員 会 報 告 

庶 務 課 

 

 

第８回税に関する絵はがきコンクール入賞者に対する表彰状の交付について 

 

 

  

墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第３条に基づく教育

長の臨時代理により、下記のとおり教育委員会賞を授与したので報告する。 

 

１ 事業名 

  第８回税に関する絵はがきコンクール 

 

２ 主催者 

  公益社団法人本所法人会女性部会及び公益社団法人向島法人会女性部会 

 

３ 開催日 

平成３０年１１月１３日から１１月３０日まで 

 

４ 会場 

墨田区役所ロビーアトリウム 外   

 

５ 受賞者 

（１）本所法人会 

   大澤 蒼万（おおさわ あおば） 

（２）向島法人会 

   鵜澤 春陽（うざわ はるひ） 

  

６ 根拠規定 

墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱第２条第１項第５号 
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平成３０年１２月７日 

教 育 委 員 会 報 告 

庶 務 課 

 
寄付者への感謝状の贈呈について 

 
１ 趣旨 
  錦糸小学校に対し、オールウェイズ・インターナショナル株式会社 代表

取締役 宇野 敏明（うの としあき）氏から、開校１００周年記念として

宮太鼓の寄付があったため、墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱第２条第

１号の規定により、寄付者に対して感謝状を贈呈し、感謝の意を表する。 
２ 交付対象者 
  オールウェイズ・インターナショナル株式会社 
 代表取締役 宇野 敏明 氏 
３ 寄付物件及び価格 
  宮太鼓 １台 
 １００，０００円 
４ 交付主体 
  墨田区教育委員会教育長 
５ 交付日 
  平成３０年１２月４日 
 
 
 
 

 
寄贈品写真 
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学校歯科医の退任に伴う感謝状の贈呈について 

 

 

１ 主旨 

  平成30年10月29日にご逝去された学校歯科医に対し、墨田区教育委員会感謝状交付基

準に基づき感謝状を贈呈する。 

 

２ 退任者 

退任者 職名 学校名 勤続年数 死亡年月日 年齢 

熊谷 京一 学校歯科医 曳舟幼稚園 36年 平成30年10月29日 71歳 

 

３ 交付主体 

  墨田区教育委員会 

 

４ 交付年月日 

  平成30年10月29日 

 

５ 感謝状贈呈理由 

（１）墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱 

第２条（２）「教育事業に尽力すること３年以上にわたるとき」 

（２）感謝状交付基準要綱細目基準 

細目基準４号「学校医等が退任又は死亡したとき」 
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平成30年度 学校歯科医の委嘱発令について 

 

 

１ 委嘱者  

委嘱者 職名 学校名 委嘱年月日 年齢 

熊谷 京子 学校歯科医 曳舟幼稚園 平成30年11月1日 38歳 

 

2  発令年月日 

平成30年11月1日 

 

3  委嘱期間  

平成30年11月1日から平成31年3月31日 

   

4 発令主体 

    墨田区教育委員会 

 

5  委嘱の根拠 

学校保健安全法第23条 
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わんぱく砦の改修工事に伴う 
わんぱく広場及びわんぱく砦の休園について 

 

１  目的 

公共施設マネジメントによるわんぱく砦の改修工事に伴い、来園者の安全確保の観

点から、わんぱく広場及びわんぱく砦を工事期間中休園とする。 

２  工事期間（休園期間）及び工事概要 

第一期工事 平成３０年１２月１日（土）から平成３１年２月８日（金）まで 

わんぱく砦外壁工事、わんぱく砦屋上防水工事 

第二期工事 平成３１年２月１１日（月）から平成３１年２月２８日（木）まで 

わんぱく砦屋上防水工事、空調機械設備工事 

３  区民への周知 

区のお知らせ１１月２１日号及びホームページ（１１/８～）に掲載済みである。 
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教育委員会資料 

インフルエンザの発生状況（平成30-31年シーズン） 

 

１ 概 況 

  東京都内では、平成30年9月11日に今シーズン最初のインフルエンザ様疾患による

学級閉鎖が実施された。しかし東京都ではインフルエンザの流行期となる基準値を上回

っていないため（11月 30日現在）流行期を迎えていない。（昨年は平成 29年 11月 30

日に流行期開始を発表） 

※インフルエンザの流行期基準値とは、感染症発生動向調査における定点医療機関あたりの報告数が 1.0

を上回った場合に流行期となり発表される。 

 

２ 都の検査情報（健康安全研究センター発行：インフルエンザ情報第4 号より） 

  感染症発生動向調査事業により、４４～４５週に定点医療機関から東京都健康安全研

究センターに搬入された７検体からは、インフルエンザＡ型は４件（AH1pdm09が３件、

AH3亜型が1件）検出されています。 

 ※AH1pdm0 9：2009年に新型インフルエンザと呼ばれて流行したウイルス 

※AH3亜型：Ａ香港型 

 

３ 墨田区の状況 

 （１）学級閉鎖等の発生 

   本区における今シーズンの学級閉鎖等の初発は、平成 30年 12月 4日～5日に第三

寺島小学校で1年生（２クラス）の学年閉鎖及び2年1組の学級閉鎖を実施した。昨

シーズンは平成29年11月29日～30日に両国小学校（3年1組）の学級閉鎖実施が初

発であった。 

 

 （２）墨田区における昨シーズン（平成29-30シーズン）の発生状況 

対応状況 小 学 校 中 学 校 

学校閉鎖 学校数  １校※ ０校 

学年閉鎖 
学校数 ５校 ０校 

学年数  ７学年   ０学年 

学級閉鎖 
学校数 ２０校 １校 

学級数  ７２クラス     １クラス 

時間短縮 
学校数 ６校 ４校 

学級数  ２１クラス   ３１クラス 

     ※学校閉鎖：外手小学校（平成30年1月18日～1月20日） 

 

４ その他 

今後のインフルエンザ流行による学級閉鎖等の状況につきましては、委員の皆様に昨

年同様メールにて裏面の内容を送付いたします。 
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1　臨時休業（学級閉鎖） 平成30年12月3日現在

報告
受理日

学校名 年組
在籍
者数

休業が
必要な期間

12月3日 第三寺島小 1学年 44名 欠席 18名 A型 5名 B型 0名 発熱 11名 その他 2名 12月4～5日

12月3日 第三寺島小 2-1 28名 欠席 12名 A型 10名 B型 0名 発熱 2名 12月4～5日

発生状況

インフルエンザ等集団発生状況(平成30-31年シーズン）について
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